
（別添２）

○クレーン等安全規則(S47.9.30 労働省令第３４号）より一部抜粋

第二節 使用及び就業

第十六～三十条 略

（暴風時における逸走の防止）
第三十一条 事業者は、瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、
屋外に設置されている走行クレーンについて、逸走防止装置を作用させる等その逸走を防止する
ための措置を講じなければならない。

（強風時の作業中止）
第三十一条の二 事業者は、強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想され
るときは、当該作業を中止しなければならない。

（強風時における損壊の防止）
第三十一条の三 事業者は、前条の規定により作業を中止した場合であつてジブクレーンのジ
ブが損壊するおそれのあるときは、当該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働
者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

（運転位置からの離脱の禁止）
第三十二条 事業者は、クレーンの運転者を、荷をつつたままで、運転位置から離れさせては
ならない。
２ 前項の運転者は、荷をつつたままで、運転位置を離れてはならない。

第三十三条 略

第三節 定期自主検査等

（定期自主検査）
第三十四条 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーン
について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの
当該使用しない期間においては、この限りでない。
２ 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査
を行なわなければならない。
３ 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次
の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
一 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレ
ーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、
かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
４ 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、
旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

第三十五条 事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について
自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用
しない期間においては、この限りでない。
一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツ
チの異常の有無
二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
四 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
五 ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結してい
る部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
２ 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号
に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。



（作業開始前の点検）
、 、 、第三十六条 事業者は クレーンを用いて作業を行なうときは その日の作業を開始する前に

次の事項について点検を行なわなければならない。
一 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
二 ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
三 ワイヤロープが通つている箇所の状態

第三十七～三十九条 略

○クレーン構造規格(H7.12.26 労働省告示第１３４号）より一部抜粋

第二節 逸走防止装置等

第四十一条 略

（走行用原動機）

第四十二条 屋外に設置される走行クレーンは、逸走を防止するための措置を講ずることがで

きる箇所まで、毎秒十六メートルの風が吹いた場合においても走行させることができる出力を有

する原動機を備えるものでなければならない。


